
市道橋上通りエレベーター広告掲出募集要領 

 

 

 市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るため、市道橋

上通りエレベーター内の掲示板へ掲出する広告を次のとおり募集します。 

 

１ 関係規程 

広告掲出は、下松市有料広告の掲載に関する要綱、下松市有料広告の募集及び掲載に関

する基準（以下「基準」という。）及び市道橋上通りエレベーター広告掲出実施要領の規

定に基づいて行います。 

 

２ 掲出場所等 

（１）所在地 

下松市北斗町、駅南一丁目地内 

（２）施設名 

市道橋上通りエレベーター（ＪＲ下松駅北口及び南口に各１基） 

（３）ＪＲ下松駅の乗降客数 

約３，８００人／日（国土交通省公表値） 

 

３ 広告媒体 

エレベーター内の掲示板（市備付け） 

 

４ 広告規格 

Ａ１判（縦 841㎜×横 594㎜） 

 

５ 募集枠数 

４枠（ＪＲ下松駅北口及び南口に各２枠） 

 

６ 広告掲出要件 

（１）基準第５条の規定に該当する業種、品目又は事業者の広告は掲載不可 

（２）基準第６条から第８条までの規定に該当する内容の公告は掲載不可 

（３）別途、道路占用許可が必要 

 

７ 広告掲出期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの１年間とします。 

 

８ 広告掲出の申込額 

1枠当たり月額２，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む）を最低とします。 

※広告原稿の作成等に要する費用は、広告掲出者負担 

※別途、道路占用料（１枠当たり年額８８２円）が必要 

※掲出の始期が年度の途中にあっては月割りにより算定 

 



９ 募集方法等 

（１）申込方法 

市道橋上通りエレベーター広告掲出申込書（様式１）（以下「申込書」という。）に、必

要事項を記入押印の上、添付書類を添えて下記担当窓口まで持参又は郵送してください。 

（２）募集期間 

令和６年３月１日（金）から令和６年３月１４日（木）まで（郵送の場合、期間内必着）

とします。 

（３）広告掲出者の決定方法 

「６ 広告掲出要件」等の条件を満たす者の中から、申込書に記載された広告掲出の申

込額が高い方から順に広告掲出者を決定します。 

※同額での申込者が２者以上競合した場合、くじにより決定 

※広告料は申込書に記載された広告掲出の申込額とする。 

（４）公募によっても広告を掲出する枠に空きがある場合 

令和６年３月１５日（金）から令和６年１２月２７日（金）までの間、随時募集を行い、

「６ 広告掲出要件」等の条件を満たす者の中から、申込書の受付順に広告掲出者に決定

します。 

※空き情報はホームページ等で確認のこと。 

※同日受付の申込者が２者以上競合した場合、くじにより決定 

※広告料は 1 枠当たり月額２，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む）とする。 

（5）決定等の通知 

広告掲出者を決定したときは、各申込者に掲出または不掲出の旨を通知します。（様式

２、３） 

 

10 広告掲出者決定後の手続き 

広告掲出者は、市が指定する期限までに道路占用許可申請及び市道橋上通りエレベータ

ーにおける広告掲出に関する契約書の締結を行ってください。 

   

11 道路占用料及び広告料の納入 

道路占用料及び広告料は、市が指定する期限までに市が発行する納入通知書により年度

分を一括して納入してください。 

 

12 広告内容の審査 

広告内容は、掲出前に審査を行いますので、市が指定する期限までに市道橋上通りエレ

ベーター広告掲出承認願（様式４）及び広告原稿を提出してください。審査後、承認また

は不承認の旨を通知します。（様式５、６） 

※広告内容は、1か月単位で変更可能ですが、変更する場合は同様の審査手続きを要し

ます。 

 

 担当窓口 
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